
ユニバーサルデザイン施設整備基準 

ア　通路等の幅員は、180センチメートル以上とするこ 

　と。 

イ　段を設ける場合においては、第１の表の３の項のエ 

　に定める構造とすること。 

ウ　こう配が12分の１を超え、又は高さが16センチメー 

　トルを超える傾斜路には、両側に形状、位置及び材質 

　に配慮した手すりを設けること。 

s傾斜路及び車寄せ等の他の交通機関への乗り換え部分 

　には、ひさし、雨よけ等を設けること。 

a建築物13の項に定める構造の改札口又は１の項に定 

　める構造の改札口から各乗降場に至る経路のうち、 

　それぞれ1以上の経路においては、通路等の幅員は 

　180センチメートル以上とすること。この場合にお 

　いて、４の項に定める構造のエレベーターが設置さ 

　れるときは、当該１以上の経路は当該エレベーター 

　の昇降路を含むものとすること。 

　傾斜路及び段の上端に近隣する通路等及び踊場の 

部分には、注意喚起用床材を敷設すること（傾斜路 

のこう配が20分の１を超えないもの又は傾斜路の高 

さが16センチメートル以下でこう配が12分の１を超 

えないものを除く。）。 
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ユニバーサルデザイン施設整備基準 

◇つまずきにくい仕上げ 

◇両側に形状、位置、材質に配慮した◇両側に形状、位置、材質に配慮した 
　手すりの設置　手すりの設置 
◇両側に形状、位置、材質に配慮した 
　手すりの設置 

◇両側に形状、位置、材質に 
　配慮した手すりの設置 

◇屋根、ひさし 

◇屋根、ひさし 



ユニバーサルデザイン施設整備基準 

　多数の者の利用に供する階段は、建築物３の項に定 

める構造に準じたものとすること。 
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◇２段手すり 
（高齢者、障害者、子どもの利用が多い施設） 

ユニバーサルデザイン施設整備基準 

両側に形状、位 
置及び材質に配 
慮した手すりを 
設ける 

◇ 

◇ 
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ユニバーサルデザイン施設整備基準 

◇乗り場ボタンの側に寄せて 
　注意喚起用床材を敷設 

◇光、音で押したこと 
　がわかる 
◇押しボタン式 

◇光電安全装置 



ユニバーサルデザイン施設整備基準 

　建築物13の項に定める構造の改札口又は建築物以

外の公共交通機関の施設１の項に定める構造の改札

口若しくは１の項に定める構造の改札口から乗降場

に至る経路又は乗降場に多数の者の利用に供する便

所を設ける場合には、建築物の５の項aのイ、s、

d及びfに定める基準に適合するものとし、かつ、

当該経路又は乗降場に設けられる多機能便房の数は、

当該経路又は乗降場に設けられる便房の総数が200

以下の場合にあっては、その総数に50分の１を乗じ

て得た数以上とし当該経路又は乗降場に設けられる

便房の総数が200を超える場合にあっては、その総

数に100分の１を乗じて得た数に２を加えた数以上

とすること。 

ときは、床置式の小便器その他これに類する小便 

器を１以上設けること。 
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ユニバーサルデザイン施設整備基準 

◇ 

◇ 

◇車いす使用者以外の人を利用できる旨を表示した 
　ピクトサイン 

◇ 

◇ 

◇ 

◇ 

◇ 

周囲に手摺り（寄り掛かることができる構造である場合を除く） 
◇ 

◇ 

◇ｵｽﾄﾒｲﾄ対応設備 

◇ｵｽﾄﾒｲﾄ対応設備 

多機能便房 
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